
令和６年３月６日　生涯学習推進課

第３次古賀市生涯学習基本計画（案）に対してパブリック・コメント手続を実施した結果について、

古賀市パブリック・コメント手続き実施要項（平成２０年３月告示第２０号）第１１条第１項の規定に基づき、次のとおり公表します。

（４）意見等提出者数 なし

（５）提出意見等件数 なし

（６）提出意見等を考慮した結果及びその理由

（３）パブリック・コメント手続きの実施期間 令和６年１月２６日（金）～令和６年２月２５日（日）（３１日間）

第３次古賀市生涯学習基本計画（案）パブリック・コメント実施結果

（１）政策等の題名 第３次古賀市生涯学習基本計画（案）

（２）政策等の案の公表日 令和６年１月２６日（金）


